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綾部市「おくやみハンドブック」協働発行事業仕様書 

 

 

１ 業務概要 

   死亡届提出後の手続きをされる方に対して、主に市役所内での手続きを案内する

ことを目的として、手続きの方法等に関する情報に企業等の広告（以下「広告」と

いう。）を加えた冊子「綾部市おくやみハンドブック」（以下「ハンドブック」と

いう。）を綾部市（以下「市」という。）と民間事業者（以下「事業者」とい

う。）が協働して発行する。 

 

２ 業務内容及び仕様書 

（１）業務内容 

  ア ハンドブックのデザイン、レイアウト等の作成及び編集 

  イ ハンドブックの印刷及び製本 

  ウ 有料広告の募集・掲載 

  エ 電子データの提供 

完成したハンドブックから広告部分を除いたもの。形式は PDF とする。 

 

（２）仕様 

名称 「綾部市おくやみハンドブック」 

発行部数 １，０００部程度／年 

発行頻度 年１回（合計３回）※毎年更新 

規格 ・Ａ４判（中綴じ、横書き、左開き） 

紙質 カラー印刷に適し、インクが透けない耐久性があるもの 

色刷り 表紙、本文、写真、イラスト等すべてがカラー刷り 

総ページ数 ２４ページ程度（表紙・裏表紙含む） 

掲載内容 

（すべて業者作成） 

・死亡に関連した市役所内での手続き 

・その他、死亡に関連した手続き等の案内 

広告ページ ・広告ページは全体の４割程度とする 

・内容はおくやみに関するものとし、市内の事業者を優

先することとする 

校正回数 ２回以上／年 

納品時期 市と協議のうえで定める 

納品場所 綾部市役所 市民・国保課 

配布方法 死亡届出時及び希望者へ綾部市が配布する 

 



３ 業務実施期間 

  協定締結日から令和１０年３月３１日までの間とし、掲載内容、掲載する広告は

１回ごとに更新し、納品時期等は市と協議して定める。 

 

４ 作成経費 

  本業務における企画、編集、印刷、製本及び納品にかかるすべての費用は事業者

が負担し、市は一切の費用を負担しない。また、事業者は、広告主の応募がない場

合も、自らの責任において本業務を履行すること。 

 

５ 広告掲載基準及び事業者の責務 

（１）掲載する広告は、「綾部市印刷物等広告掲載要綱」（平成２６年１月２１日綾 

部市告示第８号）第４条及び「綾部市おくやみハンドブック作成に係る広告掲載基準」

の規定に準じるものとする。 

（２）広告主の募集・広告の製作等は事業者が行うこと。 

（３）広告の掲載に当たっては、広告である旨を明記するほか、掲載される広告の商 

品・広告主等を当市が推奨しているものでない旨を記載すること。 

（４）行政情報以外の問合せ先が事業者となる旨を明記すること。 

 

６ 責任分担及び問い合わせ等の対応 

（１）市が提供する手続きに関する情報の責任は市が負うこととし、問い合わせ等が 

あれば市が対応することとする。 

（２）上記以外の情報、広告に関しては事業者が責任を負い、問い合わせ等があれば 

事業者が対応することとする。 

 

７ 著作権等 

（１）本業務の実施により発生したすべての著作権（広告の部分に係る著作権を除

く。）は、市に帰属するものとする。 

（２）本業務の実施に際し、第三者の肖像権、所有権、著作権等の知的財産権を侵害

しないこと。第三者の著作物を使用する場合は、事業者の負担で著作権処理を行

うこと。 

なお、これらを怠ったことにより、第三者の権利を侵害したときは、事業者は

その責任の一切を負うこと。 

 

８ その他 

この事業仕様書に定めのない事項及びその他必要事項について疑義が生じたとき 

は、市と速やかに協議のうえ対応を決定する。 


